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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の携帯機または第２の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度に応じて、車
載機がドアロック機構のロック・アンロック動作を制御するキーレスエントリシステムで
あって、
　前記車載機は、第１の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が第１の所定値よ
り大きく、かつ電界強度が略一定である場合、第２の携帯機から送出される無線信号の受
信電界強度が該第１の所定値より小さいときには前記ドアロック機構にロック動作を指示
すると共に、
　前記第２の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が前記第１の所定値より大き
い状態から小さい状態に変化していったことを検出したときに前記ドアロック機構にロッ
ク動作を指示する制御手段を備える
ことを特徴とするキーレスエントリシステム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第２の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が前記第１
の所定値より大きい状態から小さい状態に変化していったとき、その受信電界強度が前記
第１の所定値より小さい第２の所定値より低下したときに前記ドアロック機構にロック動
作を指示する
ことを特徴とする請求項１記載のキーレスエントリシステム。
【請求項３】
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　前記制御手段は、前記第１の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が前記第１
の所定値より大きく、且つ前記第１の所定値より大きい状態から小さい状態に変化してい
ったことを検出したときに、ロック動作が行われる旨を報知する報知手段を含む
ことを特徴とする請求項２記載のキーレスエントリシステム。
【請求項４】
　前記第１の携帯機は、前記車載機から送出される無線信号を受信する受信機とブザーと
を備えており、
　前記報知手段による報知は、前記第１の携帯機に対してロック動作が行われる旨を表わ
す無線信号を送信し、前記第１の携帯機が該信号の受信に応じて前記ブザーを作動させる
ことにより行われる
ことを特徴とする請求項３記載のキーレスエントリシステム。
【請求項５】
　前記第２の携帯機は、前記車載機から送出される無線信号を受信する受信機とブザーと
を備えており、
　前記報知手段による報知は、前記第２の携帯機に対してロック動作が行われる旨を表わ
す無線信号を送信し、前記第２の携帯機が該信号の受信に応じて前記ブザーを作動させる
ことにより行われる
ことを特徴とする請求項３記載のキーレスエントリシステム。
【請求項６】
　前記報知手段は、前記車載機が搭載された車両のホーン、ランプ、ブザー、或いはディ
スプレイを作動させることにより報知する
ことを特徴とする請求項３記載のキーレスエントリシステム。
【請求項７】
　前記制御手段は更に、前記第１の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が前記
第１の所定値より大きく、且つ略一定でないときには、前記ロック動作の指示は行わない
ことを特徴とする請求項２に記載のキーレスエントリシステム。
【請求項８】
　前記第１の携帯機は、前記車載機から送出される無線信号を受信する受信機を備えてお
り、
　前記制御手段は、前記ドアロック機構にロック動作を指示したときに、前記第１の携帯
機に対して無線信号の送信停止を指示する送信停止信号を送信し、
　前記第１の携帯機は、前記送信停止信号の受信に応じて無線信号の送出を停止する
ことを特徴とする請求項１または請求項２の何れかに記載のキーレスエントリシステム。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記ドアロック機構がアンロック状態を検出したとき、前記第１の携
帯機に対して無線信号の送信再開を指示する送信再開信号を送信し、
　前記第１の携帯機は、前記送信再開信号の受信に応じて無線信号の送出を再開する
ことを特徴とする請求項８記載のキーレスエントリシステム。
【請求項１０】
　前記第２の携帯機は、前記車載機にロック禁止を指示する操作スイッチを備えており、
　前記車載機は、前記操作スイッチの操作に応じて送出されるロック禁止信号を受信した
ときには前記第２の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が前記第１の所定値よ
り小さくなっても前記ドアロック機へのロック動作の指示を行わない
ことを特徴とする請求項１記載のキーレスエントリシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車等にキー無しでロック・アンロックを行うキーレスエントリシステムに
関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来より、例えば自動車においては、運転者等がキーシリンダに所定のキーによるロック
・アンロックを行うことなく、携帯可能な端末機（以下、携帯機）にて所定のスイッチ操
作を行うことにより、その操作に応じて送信される所定の電波に応じて、当該自動車に備
えられた制御ユニット（以下、車載機）がロック・アンロックを行う、所謂キーレスエン
トリシステムが普及している。
【０００３】
また、近年において、例えば特開平６－５８０２９号には、操作者の利便性を向上すべく
、携帯機には操作スイッチを設けずに、携帯機より所定の無線信号を常時送信し、その無
線信号を車載機が受信したときに、当該車載機が当該無線信号の受信電界強度の大きさに
応じてロック・アンロックを行うキーレスエントリシステムが提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例においては、例えば操作者が両手に重い荷物を抱えているとき
等に操作者の利便性は向上するが、携帯機より無線信号を常時送信しているため、消費電
力が問題となる。また、いつも両手に荷物を抱えている訳ではないので、ロック・アンロ
ック操作スイッチが設けられている従来の携帯機で十分なことも多い。
【０００５】
また、上記の消費電力の問題を解消すべく、例えば特開平９－２５７５２号には、上記の
操作スイッチ無しの携帯機に、無線信号の送信をオン・オフ可能なスイッチが設けられた
キーレスエントリシステムが提案されている。
【０００６】
しかしながら、上記の何れの従来例においても、複数の携帯機を使用可能なキーレスエン
トリシステムである場合に、無線信号の送出を行っている何れかの携帯機を車両内に置き
忘れたとき等には、他の携帯機を携帯している操作者が当該車両から離れたとしてもドア
ロックが行われないため、防犯上の問題がある。
【０００７】
そこで本発明は、防犯性に優れ、複数の携帯機を使用可能なキーレスエントリシステムの
提供を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明に係るキーレスエントリシステムは、以下の構成を特
徴とする。
【０００９】
　即ち、第１の携帯機または第２の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度に応じ
て、車載機がドアロック機構のロック・アンロック動作を制御するキーレスエントリシス
テムであって、前記車載機は、第１の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が第
１の所定値より大きく、かつ電界強度が略一定である場合、第２の携帯機から送出される
無線信号の受信電界強度が該第１の所定値より小さいときには前記ドアロック機構にロッ
ク動作を指示すると共に、前記第２の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度が前
記第１の所定値より大きい状態から小さい状態に変化していったことを検出したときに前
記ドアロック機構にロック動作を指示する制御手段を備えることを特徴とする。
【００１０】
また、例えば前記制御手段は、前記第２の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度
が前記第１の所定値より大きい状態から小さい状態に変化していったとき、その受信電界
強度が前記第１の所定値より小さい第２の所定値より低下したときに前記ドアロック機構
にロック動作を指示するとよい。
【００１１】
また、例えば前記制御手段は、前記第１の携帯機から送出される無線信号の受信電界強度
が前記第１の所定値より大きく、且つ前記第１の所定値より大きい状態から小さい状態に
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変化していったことを検出したときに、ロック動作が行われる旨を報知する報知手段を含
むとよい。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るキーレスエントリシステムを、一例として自動車に適用した実施形態
として図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
［第１の実施形態］
はじめに、本実施形態におけるキーレスエントリシステムのハードウエアについて説明す
る。
【００１４】
図１及び図２は、本発明の第１の実施形態におけるキーレスエントリシステムの携帯機の
外形形状を示す概略図であり、図１の携帯機１は一般的なエンジンキーと一体の形態を有
し、図２の携帯機１Ａはカード型の形態を有する。
【００１５】
携帯機１及び１Ａには、後述するアンロック信号の送出をオン・オフ可能なｏｎ／ｏｆｆ
スイッチ１１が設けられている。
【００１６】
図３は、本発明の第１の実施形態において携帯機からアンロック信号が送出されていると
きの車載機の基本的な動作を説明する図であり、同図に示す破線の円の領域内は、車両に
搭載された車載機が携帯機から送出されるアンロック信号を受信可能な領域を模式的に示
している。
【００１７】
当該車両がロック状態のときに、アンロック信号を送出している携帯機を持った操作者が
当該破線の円内に入ると、アンロック信号を受信した車載機は、アンロック動作を行う。
一方、アンロック状態のときに、アンロック信号を送出している携帯機を持った操作者が
当該破線の円内から遠ざかると、車載機は、アンロック信号を受信できなくなるためロッ
ク動作を行う。
【００１８】
図４は、本発明の第１の実施形態におけるキーレスエントリシステムのブロック構成図で
ある。
【００１９】
同図において、携帯機１（１Ａ）は、上記のｏｎ／ｏｆｆスイッチ１１、後述するロック
・アンロック動作のための送信処理のプログラムを実行するＣＰＵ１５、そのプログラム
や自携帯機の識別番号（ＩＤ）等が予め格納されているＲＯＭ１６、処理結果を一時記憶
するＲＡＭ１７、ＣＰＵ１５の出力データに応じて所定のロック信号及びアンロック信号
を所定の電界強度で送出する送信機１８、外部装置からの受信信号をＣＰＵ１５が識別可
能なデータに復調する受信機１９、そして、操作者に携帯機の動作状態を報知するブザー
２０を備える。また、携帯機１（１Ａ）は、不図示の内蔵電池から供給される電源により
駆動される。
【００２０】
本実施形態において、携帯機１（１Ａ）は、車載機２に対して複数台使用することが可能
である。
【００２１】
車載機２は、外部装置からの受信信号をＣＰＵ２５が識別可能なデータに復調する受信機
２９、ＣＰＵ２５の出力データに応じて所定の信号を所定の電界強度で送出する送信機２
８、ドアロック機構３を動作させることにより後述するロック・アンロック処理のプログ
ラムを実行するＣＰＵ２５、そのプログラムやペアとなる全ての携帯機の識別番号（ＩＤ
）等が予め格納されているＲＯＭ２６、処理結果を一時記憶するＲＡＭ２７を備える。ま
た、車載機２は、自動車が備える不図示のバッテリから供給される電源により駆動される
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。
【００２２】
図５は、本発明の第１の実施形態において携帯機が送信可能な送信信号の構成を示す図で
ある。
【００２３】
携帯機１及び１Ａ（以下、１Ａを省略する）のＣＰＵ１５は、ｏｎ／ｏｆｆスイッチ１１
がオン状態のときに、同図に示すアンロック信号を、送信機１８を介して送出する。
【００２４】
このアンロック信号は、所定のスタートビット、携帯機個別の識別番号を表わす携帯機Ｉ
Ｄビット、アンロック動作を表わす動作指示ビット、一般的な方式によるパリティビット
、所定のエンドビットの各フィールド１０１から１０５により構成される。
【００２５】
次に、上述したハードウエアにおいて実行されるソフトウエアを図６から図１５を参照し
て説明することにより、本実施形態におけるキーレスエントリシステムの動作を説明する
。
【００２６】
図６は、本発明の第１の実施形態において携帯機が送出する無線信号を説明する図である
。
【００２７】
本実施形態における携帯機１は、ｏｎ／ｏｆｆスイッチ１１がオン状態のときに、同図に
示すように、所定の送信電界強度で図５に示したフィールド構成を有するアンロック信号
を所定の時間間隔（所定周期）で断続して送出する。このため、ｏｎ／ｏｆｆスイッチが
オン状態のときには連続して無線信号を送出する場合と比較して電力の消費を抑えること
ができる。
【００２８】
図７及び図８は、本発明の第１の実施形態における車載機が行うロック・アンロック処理
のフローチャートであり、例えば、車載機２の不図示の電源ユニットに自動車のバッテリ
から電源が供給されることによって開始される。
【００２９】
同図において、ステップＳ１：予めＲＯＭ２６に格納されている全ての携帯機１のＩＤデ
ータを、ＲＡＭ２７に読み込む。
【００３０】
ステップＳ２，ステップＳ３：外部から無線信号を受信したかを検出し（ステップＳ２）
、検出した（ＹＥＳの）ときにはステップＳ４に、検出していない（ＮＯの）ときにはス
テップＳ２に戻る。
【００３１】
ステップＳ４，ステップＳ５：受信した信号のフィールド１０２（携帯機ＩＤビット）の
データと、ステップＳ１でＲＡＭ２７に格納したＩＤデータとを比較し、ＲＡＭ２７に格
納したＩＤデータの中に当該フィールド１０２のデータと一致するものがある（ＹＥＳの
）ときにはステップＳ６に、一致しない（ＮＯの）ときには現在受信している信号は対象
とすべき携帯機１からの無線信号ではないのでステップＳ２に戻る。
【００３２】
ステップＳ６：受信した信号に基づいてパリティを算出し、その算出した値が当該信号の
フィールド１０４（パリティビット）のデータに一致するかを判断し、それら両方のデー
タが一致する（ＹＥＳの）ときにはステップＳ７に、一致しない（ＮＯの）ときには現在
受信している信号は対象とすべき携帯機１からの無線信号ではないのでステップＳ２に戻
る。
【００３３】
ステップＳ７，ステップＳ８：現在受信しているところの、携帯機１から断続して送出さ
れている無線信号の受信電界強度の電界強度を一般的な方法によって検出し、その検出し
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た無線信号の受信電界強度と当該無線信号に含まる携帯機ＩＤビット（フィールド１０２
）のデータとを、所定回数分だけＲＡＭ２７に記憶する。
【００３４】
ステップＳ９：ステップＳ８でＲＡＭ２７に記憶した携帯機ＩＤのデータは複数台分ある
か、或いは１台しかないかを判断し、ＹＥＳ（複数台）のときにはステップＳ１０に進み
、ＮＯ（１台）のときにはステップＳ１４に進む。
【００３５】
ステップＳ１０：当該複数台の携帯機１から受信した最新の無線信号の受信電界強度を、
当該複数台の携帯機毎に検出する（尚、ステップＳ８でＲＡＭ２７に記憶した受信電界強
度のうち、最新の値を利用してもよい）。
【００３６】
ステップＳ１１：当該複数台の携帯機毎に検出した受信電界強度の値と、所定値Ａとを比
較し、その比較の結果が所定値Ａより大きな携帯機１と小さな携帯機１とが混在している
ときには図８のステップＳ２１に進み、当該複数台の全ての携帯機からの受信電界強度が
所定値Ａ以下のときにはステップＳ１２に進み、当該複数台の全ての携帯機からの受信電
界強度が所定値Ａより大きいときにはステップＳ１６に進む。
【００３７】
　ステップＳ１２：ステップＳ１１で当該複数台の全ての携帯機１からの受信電界強度が
所定値Ａ（但し、所定値Ａ＞所定値Ｂ）以下のときには、車載機２とペアになる全ての携
帯機１が図１０に示すロック領域１または２に位置する、及び／またはｏｎ／ｏｆｆスイ
ッチ１１がオフ状態の携帯機１があることを表わしており、また、ステップＳ１５で当該
１台の携帯機１からの受信電界強度が所定値Ａ以下のときには、その携帯機１が図１０に
示すロック領域１または２に位置することを表わしており、これらの場合はドアをアンロ
ック状態に保持する必要はないので、ドアロック機構３にロック動作を指示する。
【００３８】
ステップＳ１３：ロック動作が行われたことを操作者に報知すべく、一例としてホーンを
１回鳴らし（ハザードランプ等を点滅させてもよい）、ステップＳ２に戻る。
【００３９】
ステップＳ１４：当該１台の携帯機１から受信した最新の無線信号の受信電界強度を検出
する（尚、ステップＳ８でＲＡＭ２７に記憶した受信電界強度のうち、最新の値を利用し
てもよい）。
【００４０】
ステップＳ１５：当該携帯機１の受信電界強度の値と所定値Ａとを比較し、その携帯機１
の受信電界強度が所定値Ａ以下のときにはステップＳ１２に進み、所定値Ａより大きいと
きにはステップＳ１６に進む。
【００４１】
ステップＳ１６：ステップＳ１１で当該複数台の全ての携帯機からの受信電界強度が所定
値Ａより大きいときには、車載機２とペアになる全ての携帯機１のうち、ｏｎ／ｏｆｆス
イッチ１１がオン状態である全ての携帯機１が図１０に示すアンロック領域に位置するこ
とを表わしており、また、ステップＳ１５で当該１台の携帯機１からの受信電界強度が所
定値Ａより大きいときには、その携帯機１が図１０に示すアンロック領域に位置すること
を表わしており、これらの場合はドアロック機構３にアンロック動作を指示する。
【００４２】
ステップＳ１７：アンロック動作が行われたことを操作者に報知すべく、一例としてホー
ンを２回鳴らし（ハザードランプ等を点滅させてもよい）、ステップＳ２に戻る。
【００４３】
次に、ステップＳ１１における比較の結果に所定値Ａより大きな携帯機１と小さな携帯機
１とが混在しているときについて、図８を参照して説明する。
【００４４】
ステップＳ２１：ステップＳ１１における比較の結果に所定値Ａより大きな携帯機１と小
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さな携帯機１とが混在しているときには、それら携帯機の中で最新の受信電界強度が所定
値Ａより大きかった全ての携帯機１について、ステップＳ８でＲＡＭ２７に記憶した所定
回数分の受信電界強度のデータにより、それら所定回数分の受信電界強度が略一定である
か否かを判断する。そして、この判断において、ＹＥＳ（略一定）のとき、即ち車内に置
き忘れている携帯機１が有るときにはステップＳ２２に進み、ＮＯ（変化している）とき
には、当該携帯機１を携帯している操作者が車内で移動している、或いは車両近傍のアン
ロック領域内を移動していることを表わしており、この場合はロックする必要な無いため
リターンする。
【００４５】
ステップＳ２２：無線信号を現在受信している全ての携帯機１の中から、ステップＳ１０
で検出した最新の受信電界強度が所定値Ａより小さい携帯機を抽出する。
【００４６】
ステップＳ２３：ステップＳ２２で抽出した携帯機１について、ステップＳ８でＲＡＭ２
７に記憶した所定回数分の受信電界強度のデータにより、それら所定回数分の受信電界強
度の変化を検出し、その受信電界強度の値の変化に基づいて、受信電界強度の値が所定値
Ａより大きい状況から小さい状況に変化した携帯機が有るか否か、即ち図１０のアンロッ
ク領域からロック領域１または２に移動した携帯機１（操作者）が有るか否かを判断する
。この判断でＹＥＳ（アンロック領域外）のときにはステップＳ２４に進み、ＮＯ（アン
ロック領域内）のときにはロックする必要な無いためリターンする。
【００４７】
ステップＳ２４：ホーンを作動させる、或いは、携帯機に対して、これからロック動作が
行われる旨を表わす所定の無線信号を送信機２８を介して送出する（この場合、当該所定
の無線信号を受信した携帯機１のＣＰＵ１５は、ブザー２０を作動させる）。この処理は
、受信電界強度が所定値Ａより大きい携帯機１（車内に置き忘れている携帯機及び／また
はアンロック領域に位置する携帯機）を携帯する操作者にとっては、これからロック動作
が行われることを報知できるという効果があり、また、受信電界強度が所定値Ａ以下の携
帯機１を携帯する操作者にとっては、車内に携帯機を置き忘れている可能性が有ることを
報知できるという効果がある。
【００４８】
ステップＳ２５：ステップＳ２３でアンロック領域外に移動したと判断した携帯機１から
受信した最新の無線信号の電界強度を検出する（尚、ステップＳ８でＲＡＭ２７に記憶し
た受信電界強度のうち、最新の値を利用してもよい）。
【００４９】
ステップＳ２６：ステップＳ２５で検出した最新の受信電界強度と所定値Ｂとを比較し、
その比較の結果が所定値Ｂ以下のときにはステップＳ２７に進む。一方、比較の結果が所
定値Ｂより大きいときには、当該携帯機１はロック領域１内に位置しており、この場合は
再びアンロック領域に戻ることも予想されるため、ロック処理には進まずにステップＳ２
３に戻る。
【００５０】
ステップＳ２７：ステップＳ２６の判断で当該携帯機１の受信電界強度が所定値Ｂ以下で
あるときには、当該携帯機がロック領域２に位置することを表わしており、この場合は防
犯上ドアはロックされるべきであるため、無線信号を現在受信している全ての携帯機１の
うち、受信信号の電界強度が今も所定値Ａより大きい携帯機、即ち今もアンロック領域に
位置する携帯機に、アンロック信号の送出を停止させる旨を表わす所定の送信停止信号を
送信機２８を介して送出し、ステップＳ１２以降のロック処理に進む。これにより、次ス
テップ以降に行われるロック処理においてロック動作が行われた後に、アンロック領域に
位置する携帯機により、再びドアロック機構３がアンロック状態に戻ってしまうことを防
止することができる。
【００５１】
尚、上記の図８の処理では、ステップＳ２３にてＹＥＳのときに、ステップＳ２６以降の
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処理を行うのに先立ってステップＳ２４及びステップＳ２５の処理によって所定値Ｂとの
比較を行ったが、ロック処理を単純化するためには省略してもよい。この場合に車載機２
の周囲に形成される領域はアンロック領域及び１つのロック領域となる。
【００５２】
図１５は、本発明の第１の実施形態における車載機が別タスクとして行う処理を示すフロ
ーチャートであり、ステップＳ２７でアンロック信号の送信を停止させた携帯機１に再び
当該信号の送出を開始させるための処理である。
【００５３】
同図において、ステップＳ３１：ドアロック機構３がロック状態であるか否かを判断し、
ＹＥＳ（ロック状態）のときにはステップＳ３２に進み、ＮＯ（アンロック状態）のとき
にはリターンする。
【００５４】
ステップＳ３２：イグニッションキーを用いた操作者によるアンロック操作、またはアン
ロック信号を送出している携帯機１を携帯している操作者が、アンロック領域外内に入っ
てきたことによるアンロック処理により、ドアロック機構３のアンロック動作が完了した
かを検出し、ＹＥＳのとき（検出したとき）にはステップＳ３３に進み、ＮＯのとき（検
出しないとき）にはリターンする。
【００５５】
ステップＳ３３：ステップＳ２７で送信を停止させた携帯機１に、アンロック信号の送信
を再開させる旨を表わす送信再開信号を送出し、リターンする。
【００５６】
次に、上記のような動作を行う車載機２に対して無線信号を送出する携帯機１のソフトウ
エアについて説明する。
【００５７】
図９は、本発明の第１の実施形態におけるロック・アンロック動作のために携帯機が行う
送信処理のフローチャートであり、例えば、携帯機１に不図示の内蔵電池がセットされる
ことにより開始される。
【００５８】
同図において、ステップＳ５１：ｏｎ／ｏｆｆスイッチ１１の操作状態を判断し、ｏｎ状
態のときにはステップＳ５２に進み、ｏｆｆ状態のときにはリターンする。
【００５９】
ステップＳ５２，ステップＳ５３：車載機２より送信停止信号を受信したか否かを確認し
（ステップＳ５２）、ＮＯのとき（受信しない）ときにはステップＳ５４に進み、ＹＥＳ
のとき（受信した）ときには送信停止を表わすＲＡＭ１７の内部フラグＦを１（送信禁止
）にセットする（ステップＳ５３）。
【００６０】
ステップＳ５４，ステップＳ５５：車載機２より送信再開信号を受信したか否かを確認し
（ステップＳ５４）、ＮＯのとき（受信しない）ときにはステップＳ５６に進み、ＹＥＳ
のとき（受信した）ときには送信停止を表わすＲＡＭ１７の内部フラグＦを０（送信許可
）にリセットする。
【００６１】
ステップＳ５６：内部フラグＦが１（送信禁止）か否かを判断し、ＮＯ（Ｆ＝０）のとき
にはステップＳ５７に進み、ＹＥＳ（Ｆ＝１）のときにはリターンする。
【００６２】
ステップＳ５７：アンロック信号を送出する所定の時間周期か否かを判断し、ＹＥＳ（送
出要）のときにはステップＳ５８に進み、ＮＯ（送出不要）のときにはリターンする。
【００６３】
ステップＳ５８：ロック信号のビット列をＲＡＭ１７から送信機１８に出力する。
【００６４】
ステップＳ５９：アンロック信号を送信機１８より送出し、リターンする。
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【００６５】
以上のように、携帯機１と車載機２とを動作させることにより、複数の携帯機を使用して
も防犯性の高いキーレスエントリシステムが実現する。
【００６６】
＜第１の実施形態の変形例１＞
本変形例１では、携帯機１と車載機２との間のセキュリティを向上すべく、車載機２は、
上記のロック・アンロック処理を実行するときに毎回異なる乱数を含むチャレンジ信号を
送出する。そのチャレンジ信号を受信した携帯機１は、上記の送信処理を実行するときに
、当該信号に含まれる乱数により所定の演算を行って暗号コードを作成し、その作成した
暗号コードを含むレスポンス信号を車載機２に送出する。そして、車載機２は、チャレン
ジ信号として送出した乱数により携帯機１と同様な所定の演算を行って暗号コードを作成
し、その作成した暗号コードをレスポンス信号に含まれていた暗号コードと比較し、比較
した結果が一致するときのみ今回受信した無線信号は正規の（ペアとなる）携帯機１から
の信号と判断してロック・アンロック動作を行う。
【００６７】
図１１は、本発明の第１の実施形態の変形例１におけるチャレンジ信号とレスポンス信号
との構成を示す図である。
【００６８】
同図にしめすように、チャレンジ信号とレスポンス信号は、何れも所定のスタートビット
、携帯機個別の識別番号を表わす携帯機ＩＤビット、乱数ビットまたは暗号コードビット
、一般的な方式によるパリティビット、所定のエンドビットの各フィールド２０１から２
０５により構成される。
【００６９】
図１２は、本発明の第１の実施形態の変形例１における車載機の追加処理を示すフローチ
ャートであり、この処理は、図７のステップＳ６とステップＳ７との間に追加される。
【００７０】
同図において、ステップＳ１００１，ステップＳ１００２：乱数ビットをフィールド２０
３に含むチャレンジ信号のビット列をＲＡＭ２７から送信機２８に出力し（ステップＳ１
００１）、そのビット列を送信機２８にて変調した後送出する。
【００７１】
ステップＳ１００３，ステップＳ１００４：指定時間が経過するまでに受信機２９にレス
ポンス信号を受信したかを判断し、当該信号を受信したとき（ステップＳ１００３でＮＯ
，ステップＳ１００４でＹＥＳのとき）にはステップＳ１００４に進む。また、当該信号
を受信しないとき（ステップＳ１００３でＹＥＳのとき）には図７のステップＳ２に戻る
。
【００７２】
ステップＳ１００５，ステップＳ１００６：ステップＳ１００２でチャレンジ信号として
送出した乱数ビットのデータに従って暗号コードを算出し（ステップＳ１００５）、その
算出した暗号コードと、受信したレスポンス信号のフィールド２０３に含まれる暗号コー
ドとが一致するか否かを判断し（ステップＳ１００６）、一致するとき（ＹＥＳのとき）
には図７のステップＳ７に進み、、一致しないとき（ＮＯのとき）には図７のステップＳ
２に戻る。
【００７３】
図１３は、本発明の第１の実施形態の変形例１における携帯機の追加処理を示すフローチ
ャートであり、この処理は、図９の”Ｐ”の部分に追加される。
【００７４】
同図において、ステップＳ２００１：チャレンジ信号を受信したかを判断し、ＹＥＳのと
き（受信したとき）にはステップＳ２００３に進み、ＮＯのとき（受信しないとき）には
リターンする。
【００７５】
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ステップＳ２００２：受信した信号のフィールド２０２（携帯機ＩＤビット）のデータと
、予め格納している自身のＩＤデータとを比較し、それら両方のデータが一致する（ＹＥ
Ｓの）ときにはステップＳ２００３に、一致しない（ＮＯの）ときには現在受信している
信号は対象とすべき車載機２からの無線信号ではないのでリターンする。
【００７６】
ステップＳ２００３：ステップＳ２００１で受信したチャレンジ信号のフィールド２０３
に含まれる乱数ビットのデータに従って暗号コードを算出し、その算出したコードを含む
レスポンス信号のビット列をＲＡＭ１７から送信機１８に出力する。
【００７７】
ステップＳ２００４：レスポンス信号のビット列を、送信機１８から所定の送信電界強度
にて送出し、リターンする。
【００７８】
＜第１の実施形態の変形例２＞
本変形例２では、携帯機１と車載機２との間のセキュリティを向上すべく、第１及び第２
アンロック信号に、信号を送信する度にビット配列が異なるローリングビットのフィール
ドを追加する。
【００７９】
図１４は、本発明の第１の実施形態の変形例２におけるアンロック信号Ｂの構成を示す図
であり、図５におけるアンロック信号と異なるのは、ローリングビットのフィールド１０
６が追加されていることである。
【００８０】
これらローリングビットのビット配列は、携帯機１と車載機２との間で送受信が行われる
度に同じように変化している。本変形例において、携帯機１は、自分で算出したローリン
グビットをフィールド１０６に含むアンロック信号Ｂを送出し、車載機２は、自分で算出
した現在のローリングビットのビット配列と、携帯機１から受信したローリングビットの
ビット配列とを比較し、比較した結果が一致するときのみ今回受信した無線信号は正規の
（ペアとなる）携帯機１からの信号と判断してロック・アンロック動作を行う。
【００８１】
これらの変形例によれば、携帯機１と車載機２とを動作させることにより、防犯性を更に
向上することができる。
【００８２】
［第２の実施形態］
第１の実施形態では、車両外の携帯機１がアンロック領域からロック領域１または２に移
動したときには、他の携帯機１が車両内に存在するときも自動的にドアがロックされ、そ
れ以降はロック状態が保持されるため、防犯性を向上することができる。しかしながら、
例えば、車両内に存在する当該他の携帯機１が車内の乗員に携帯されているとき等のよう
に、その車内の乗員はドアが自動的にロックされることを望まない場合もある。
【００８３】
そこで本実施形態では、携帯機１に自動ロックを禁止する操作スイッチを更に設け、その
操作スイッチが操作されたときに出力される所定の無線信号を車載機２が受信したときに
は、当該携帯機から出力されるアンロック信号の受信強度が所定値ＡまたはＢより小さく
なったときにもロック動作を行わないように構成する。具体的な処理として、車載機２は
、当該所定の無線信号を受信した携帯機を識別すべく、ＲＡＭ２７内の識別フラグにより
全ての携帯機１を管理し、図７のステップＳ１２にてロック処理を行うのに先立って当該
識別フラグの状態を判断し、その判断結果に応じてロック動作の実行するか否かを決定す
ればよい。
【００８４】
このように構成した第２の実施形態に係るキーレスエントリシステムによれば、第１の実
施形態における効果に加え、更に利便性が向上する。
【００８５】
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尚、第１の実施形態の変形例で説明したチャレンジ信号及びレスポンス信号を送受信する
方法、ローリングビットを付加する方法は、第２の実施形態にも適用可能である。
【００８６】
また、上述した各実施形態では、携帯機１のｏｎ／ｏｆｆスイッチ１１の操作状態がオン
状態のときにアンロック信号が断続して送出される場合を説明したが、これに限られるも
のではなく、上記のシステムは、アンロック信号やロック信号を、単発で或いは断続して
複数回送出可能な操作スイッチを設けたシステムに適用してもよい。
【００８７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、防犯性に優れ、複数の携帯機を使用可能なキーレ
スエントリシステムの提供が実現する。
【００８８】
即ち、請求項１の発明によれば、例えば前記第１の携帯機を車両内に置き忘れたとき等に
も、前記第２の携帯機が前記車載機（車両）から遠ざかっていくのに応じて適切にドアロ
ックを行うことができ、防犯性を高めることができる。
【００８９】
また、請求項２の発明によれば、前記第２の携帯機が前記車載機（車両）から確実に遠ざ
かっていくことを検出したときにのみ適切にドアロックを行うことができるため、防犯性
を高めると共に、更に利便性が向上する。
【００９０】
また、請求項３の発明によれば、前記第１の携帯機を車内に置き忘れている可能性がある
こと及びこれからロック動作が行われる旨を報知することができ、利便性が向上する。
【００９１】
また、請求項４の発明によれば、前記車載機にて受信した無線信号の受信電界強度が前記
第１の所定値より大きい携帯機を携帯する操作者、即ち車両内及びその周辺にいる操作者
に対してロック動作が行われる旨を報知することができ、利便性が向上する。
【００９２】
また、請求項５の発明によれば、前記第１の携帯機を車内に置き忘れている可能性がある
ことを、前記第２の携帯機を携帯している操作者に報知することができ、利便性が向上す
る。
【００９３】
また、請求項６の発明によれば、前記第１及び第２の携帯機に特別な構成を設けることな
く、前記第１の携帯機を車内に置き忘れている可能性があること及びこれからロック動作
が行われる旨を報知することができ、低コストで利便性が向上する。
【００９４】
また、請求項７の発明によれば、不必要なドアロック動作を禁止することができる。
【００９５】
また、請求項８の発明によれば、前記第１の携帯機が送出する無線信号によってロック状
態から再びアンロック状態に戻ってしまうことを防止することができ、防犯性を向上する
ことができる。
【００９６】
また、請求項９の発明によれば、イグニッションキーによるアンロック操作や前記第２の
携帯機の無線信号によるアンロック動作が行われたときには、前記第１の携帯機の送信を
自動的に再開することができ、利便性が向上する。
【００９７】
また、請求項１０の発明によれば、前記車載機により自動的に行われるロック動作を操作
者が適宜変更することができ、利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるキーレスエントリシステムの携帯機の外形形状
を示す概略図である。
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【図２】本発明の第１の実施形態におけるキーレスエントリシステムの携帯機の外形形状
を示す概略図である。
【図３】本発明の第１の実施形態において携帯機からアンロック信号が送出されていると
きの車載機の基本的な動作を説明する図である。
【図４】本発明の第１の実施形態におけるキーレスエントリシステムのブロック構成図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施形態において携帯機が送信可能な送信信号の構成を示す図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施形態において携帯機が送出する無線信号を説明する図である
。
【図７】本発明の第１の実施形態における車載機が行うロック・アンロック処理のフロー
チャートである。
【図８】本発明の第１の実施形態における車載機が行うロック・アンロック処理のフロー
チャートである。
【図９】本発明の第１の実施形態におけるロック・アンロック動作のために携帯機が行う
送信処理のフローチャートである。
【図１０】本発明の第１の実施形態におけるロック・アンロック領域と所定値との位置関
係を説明する図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態の変形例１におけるチャレンジ信号とレスポンス信号
との構成を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態の変形例１における車載機の追加処理を示すフローチ
ャートである。
【図１３】本発明の第１の実施形態の変形例１における携帯機の追加処理を示すフローチ
ャートである。
【図１４】本発明の第１の実施形態の変形例２におけるアンロック信号Ｂの構成を示す図
である。
【図１５】本発明の第１の実施形態における車載機が別タスクとして行う処理を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
１，１Ａ：携帯機，
２：車載機，
３：ドアロック機構，
５：ＧＰＳ受信機，
１１：ｏｎ／ｏｆｆスイッチ，
１５，２５：ＣＰＵ，
１６，２６：ＲＯＭ，
１７，２７：ＲＡＭ，
１８，２８：送信機，
１９，２９：受信機，
２０：ブザー，
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